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上越市学校適正配置懇談会開催要綱 

（趣旨） 

第１条 上越市立学校条例（昭和４６年上越市条例第２９号）別表第１及び別表第２に掲げ

る小中学校並びに上越市立幼稚園条例（昭和４６年上越市条例第３５号）第１条に規定す

る幼稚園（以下「学校」という。）における学校教育の一層の充実及び振興を目指し、全市

的な視点から学校の適正配置基準等について検討するため、識見を有する人等から意見を

聴取する場として、上越市学校適正配置懇談会（以下「懇談会」という。）を開催すること

に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（意見を聴取する事項） 

第２条 懇談会において意見を聴取する事項は、次のとおりとする。 

⑴ 学校の適正配置基準に関すること。 

⑵  学校の統廃合、分離及び新設に関すること。 

⑶ 学校区の見直しに関すること。 

⑷ その他学校の適正配置に関し教育委員会が必要と認める事項 

（意見を聴取する対象者） 

第３条 懇談会において意見を聴取する対象者は、次のとおりとする。 

⑴ 学識経験者 

⑵ 上越市小中学校ＰＴＡ連絡協議会の代表者 

⑶ 上越市地域青少年育成会議協議会の代表者 

⑷ 上越市町内会長連絡協議会の代表者 

⑸ 学校の関係者 

⑹ 公募に応じた市民 

⑺ その他教育委員会が必要と認める人 

（座長及び副座長） 

第４条 懇談会において議事進行を行うため、座長及び副座長１人を置く。 

２ 座長及び副座長は、懇談会における参加者（以下「参加者」という。）の互選により定め

る。 

３ 座長は、懇談会の議事を進行し、参加者の発言を引き出すよう努めるものとする。 

４ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 （関係者の出席） 

第５条 教育委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説
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明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 懇談会の庶務は、教育総務課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の開催に関し必要な事項は、教育委員会が別

に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１０年１０月１４日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年８月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年９月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年８月１５日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年１２月２５日から実施する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から実施する。 


